
保育料は無償 

保育所等の利用手

続と同時に、「保育

の必要性の認定」申

請を行います。 
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認可外保育 

施設等利用者 

保育料助成金 

児童１人当たりの 

助成額の上限（月額） 

 

６７,０００円 

認可外保育 

施設等利用者 

保育料助成金 

児童１人当たりの 

助成額の上限（月額） 

 

６７,０００円 

保育コンシェルジュ号 
府中市に住民登録のあるお子さまの年齢が、令和７年９月１日時点で、０～２歳

の場合と３～５歳の場合に、利用する施設の種類別に受けられる補助について、

「幼児教育・保育の無償化」（以下、「無償化」といいます。）と併せてお知らせしま

す。なお、助成を受けるためには、事前に保育支援課に申請が必要であったり、一

定の条件を満たすことが必要であったりする場合がありますので、詳細は、遠慮なく

保育支援課までお問合せください。 

満たす旨の証明書が発行されている認可外保育施設 

保育所等 

認定こども園 
定期利用 

保育事業 

お子さまの年齢が（令和７年９月１日時点）０～２歳の場合、お子さまが利用する施設によってどのような補助があるのかな？ 

「保育の

必要性の

認定」が 

ない 

無償化 

対象外 

認可外保育施設等 

利用者保育料助成金 

２５,０００円 

児童１人当たりの助成額の 

上限（月額） 

６７,０００円 

「保育の必要性の認定」が必要 

必要なし 

無償化対象 

標準的な 

利用料の 

金額が 

無償 

●一時預かり事業 

●病児保育事業 

●ファミリー・サポー

ト・センター事業 

「保育の

必要性の

認定」が 

ある 

助成額の上限

（月額） 

４２,０００円 

市民税課税世帯 

必要なし 

市民税非課税世帯 

必要なし 

市民税課税世帯 

必要なし 

市民税非課税世帯 

必要なし 

市民税非課税世帯 

必要なし 

市民税課税世帯 

必要なし 

認可外保育施設等 

企業主導型保育事業 

●東京都認証保育所 

●東京都認証保育所以外の認可外保育施設で 

東京都の認可外保育施設指導監督基準を満たす

旨の証明書が発行されている認可外保育施設 
就労して

いることが

必要 

無償化対象 

保育料無償 

月 額 上 限 

４２,０００円 

「保育の

必要性の

認定」が 

ある 

多様な他者

との関わり

の機会の創

出事業 

 

（令和７年７

月１日から

事業開始） 

生活保護世帯 

必要なし 

児童１人

当たりの 

助成額の 

上限 

（日額） 

３,０００円 
無償化対象 

保育料無償 

月 額 上 限 

４２,０００円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さまの年齢が（令和７年９月１日時点）３～５歳の場合、お子さまが利用する施設によってどのような補助があるのかな？ 

幼稚園 

保育料は無償 

 

◎給食費（副食

費）はお支払い

ただく必要があり

ます。 

 

次の対象となる方

は、副食費の支払

いが免除となりま

す。 

 

●全ての世帯の第

３子以降の児童

（同一世帯での

小学校就学前

の児童数で算定

します。） 

 

●年収３６０万円

未満相当世帯

（市民税所得割

額５７,７００円未

満の世帯及びひ

とり親世帯  又

は同一世帯に障

害者がいる世帯

においては、市

民税所得割額 

７７,１０１円未満

の世帯）の児童 

左記の施設等

に該当しない

多様な集団活

動を提供して

いる施設等 

☆入園料補助金 ３０,０００円 

保 育 料 は 

無償化対象 

新制度移行の 

幼稚園 

新制度未移行

の幼稚園 

幼稚園の利用に加えて 

「幼稚園の預かり保育」を 

利用する場合 

保 育 料 は 

無 償 化 対 象 

月 額 上 限 

３２,０００円 

（府中市からの

上乗せ補助を

含む。） 

保育所等 

認定こども園 

「保育の

必要性の

認定」が 

ある 

「保育の

必要性の

認定」が 

ない 

無償化 

対象外 

一部 

無償化 

対象 

●一時預かり事

業 (定期利用

保育事業を含

む。) 

●病児保育事業 

●ファミリー・サ

ポート・センタ

ー事業 

「保育の

必要性の

認定」が 

ある 

障害児通所事

業所（児童発

達支援など） 

認可外保育施設等 

企業主導型

保育事業 

「保育の

必要性の

認定」が 

ある 

「保育の

必要性の

認定」が 

ない 

無償化 

対象外 

府中市多様な集団 

活動事業利用料 

助成金 

対象施設 

満３歳以上の小学校就学

前の幼児を対象として集

団活動を提供している施

設又は事業者のうち、市

がこの事業の対象とした

施設 

児童１人当たりの 

助成額上限 

（月額） 

２０,０００円 

 

「保育の

必要性の

認定」が

必要 

●東京都認証保育所 

●東京都認証保育所以外の

認可外保育施設で東京都の

認可外保育施設指導監督

基準を満たす旨の証明書が

発行されている認可外保育

施設 

児童１人当たりの助成額の 

上限（月額） 

６７,０００円 

認可外保育施設等 

利用者保育料助成金 

３０,０００円 

月当たりの助成額は、「日額４５０円×利

用日数」と「実際に園へ支払った預かり

保育利用料」のいずれか低い方を、 

１１,３００円まで助成します。 

無償化対象 

利用者負担の 

費用が無償 

無償化対象 

保育料無償 

月 額 上 限 

３７,０００円 

無償化対象 

月 額 上 限 

３７,０００円 

無償化対象 

標準的な 

利用料の 

金額が 

無償 

保育コンシェルジュが、保育サービスの情報提供をしています。 

お気軽にご相談ください（火・木 LINE予約日)。 
相談日時：月曜日～金曜日（土日祝日を除く。）午前９時～正午、午後１時～午後４時    

場所：府中市役所おもや３階保育支援課  電話 ０４２（３３５）４１７２ 

（注）不在の場合や、他の方の対応等でお待ちいただく場合があります。 

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/sodan/soudanuketsukeyoyaku.html

